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講義・実習時間 講義 ,実習内容日付

10:00-15: 00

失語症概論

失語症のある人の日常生活とニーズ

意思疎通支援者とは何か

意思疎通支援者の心構えと倫理

9月 5日 (土)*

10: 00-17: 00
コミュニケーション支援技法 I

コミュニケーション支援実習 |

9月 19日 (上)*
何と書いてあるか分からない

誰か、醐けてほしい…

……どうしよう

派遣事業と意思疎通支援者の業務

外出同行支援

外出同行支援実習

9月 26日 (土)* lo l oo4ψ 17: 00

・外出同行支援実習10月 18日 (日 ) 13 : 00-17: 00

13:00-17: 00 身体介助の方法

身体介助実習
10月 31日 (土 )

13:00-17100 コミュニケーション支援実習 |11月 14日 (土 )

13: 00-17:00 コミュニケーション支援実習 |11月 28日 (土)*

12月 5日 (土 ) 13 :00-17:00 コミュニケーション支援実習 I

13 :00-17:00 コミュニケーション支援実習 I12月 9日 (土 )
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受話の注意点

騎義 :12時間
実習 :28時間 計40時間

※修了には 1ツl惨科目を含む

踏義 10時間、実習22時間の
受騎が l必i要

＼POINT 1/

失語症とは

r願 くこ話す・筋む 。善くとが

難しくなる言葉の障害です

*:必修科目
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雀  ＼POINT2/

言語聴覚士から学べる

臨床に出ている福丼県内の言語

聴覚士がより良いコミュニケー

ションの方法をお伝えします

＼POINT3/

グループワーク

支援の具体的場面を想定し、机

上でのグループワークや外に出

て支援の練習を行います
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・福持県に在住・在勤 。在学中
。令不[18年 4月 1日現在 18歳以上
・講圏会後、福井県に「失語症者

向け意思疎通支援者」として

登録し、要請時に活動ができる

10名前後
福井県社会福祉センダー

住所 :福丼南光陽2丁目3番22暑

無料

【委 託 先・ 問 い 含 わ せ 先 】

福丼県 ―般社団1法人福丼県言語聴覚士会

【実施主体 】
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メールにて申し込みください

以下の項目を明記の上、asupurafu,i@fu,IShimaen.o「 .,pへ送信してください。

①氏名 (ふりがな)

②生年月日、年齢

③住所

④運絡先電話番号

⑤メールアドレス

⑤失語症者との会話経験の有無

⑦医療介護福祉関連資格の有無

(介護支援専門員、介護福祉士、看護師、ヘルパー、PT、 oT、 sT、

要約筆記者、手話通訳者など)

◎その他質問事項、主催音側に伝えたいこと (受請するうえで希望する配慮など)

※お知らせいただいた個人情報は請習会実施の目的以外には利用致しません。

※氏名・生年月日は修了証書に記入いたしますので、お間違いのないよう正式に

こ記入下さい。

令利8年6周6日 (土)～8月 1日 (土 )
※◆後の状況によっては一部日程 。会場等に変更が生じる可能性があります。

申し込み期間

【委 託 先 e間 い合 わ せ 先 】

一般社団法人福井県言語聴覚士会

メール asup∪「af呵 |@fultthimaenio「 =jp

電 話  0776-52-1166

担当者  社会福祉法人藤島会 アスプラふじしまデイサービスセンター 藤本英成


